
覚  書

一般社団法人日本技術者教育認定機構 (以下 「甲」という。)と公益社団法人日本技術士会以下 「乙」と

いう。)、 並びに公益社団法人日本工学教育協会 (以下 「丙」という。)の三者は海外における工学系人材

の流動化の分野で協力する為に以下の通り覚書を締結する。

1.当 事者間の協力体制における担当領域

A,一般社団法人日本技術者教育認定機構 :

技術者教育の質の向上を使命とし、技術者教育認定事業の経験を生かした協力

B.公益社団法人日本技術士会 :

エンジニア資格の国際流動化に当たり、その国際登録制度の動向を踏まえた情報提供の協力

C。 公益社団法人日本工学教育協会 :

活力に満ちた技術者教育の進展を目指し,それを調査・研究して得られた知見を通じた協力

2。 当事者間の協力の目的

海外における工学系学生・教員・技術士等の人材の流動化の分野における協力を主たる目的とし、そ

のために以下の項目に関し協力する。

(1)海外における工学系学生、教員、技術士等の流動化の分野で情報を共有し、共通認識を持っ

た上で共同戦略を検討する。

(2)IEA総会、FEIAP等の海外での会議参加の際、事前に3団体の意向についての情報交換を行う。

(3)共 同でワークショップ、シンポジウム、セミナーおよび会議などを開催する。

(4)そ の他当事者間での協議の結果に基づく必要な事項。

なお、以下の項目については、協力目的として検討を行う。

(5)当事者間の共同戦略に基づき政府機関等への働きかけを行う。

有効期限その他

本覚書の締結日から 4年間とする。更新は当事者の全員の文書による更新意志確認によって新たに 4

年を更新する。当事者のいずれかから書面による覚書終了の申し出があつた場合は、有効期限内であ

っても 3ヶ 月の猶予期間の後、終了する。覚書内容の見直しが提案された時は速やかに協議の上必要

な修正を行う。

本覚書は日本語版を正とし、その証として本書 3通を作成し、当事者各々が記名押印の上、各 1通を保

持する。英文覚書も 3通作成し、当事者各々の代表者が署名押印の上、各 1通を保持する。

平成30年 //月 2,日
(甲)東 京都港区芝 5-26-20

建築会館 4階
一般社団法人日本技術者教育認

副会長、国際委員会委員長 本城 勇介

(乙)東 京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館

公益社団法人日

理事 国際委員長 坂井 剛太郎

(丙)東 京都港区芝 526-20

建築会館 4階

公益社団法人日本工学教育協会

理事、国際委員会委員長 井上 雅裕
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